
様式３

（５）中止の年月日　(注２) 令和5年6月1日

（３）中止の理由　(注１) ④その他

（４）中止の理由の詳細（（3）で
「その他」を選んだ時のみ記載）

令和４年７月以降については、法定事務「高等学校等就学支援金
の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの」において生活保護関係情報が情報連携
可能となり、試行運用期間も終了したため、届出番号12に統合
し、本件は中止とする。

（１）事務の名称
 高等学校等の生徒又は学生の保護者等に対する奨学金の支給に関
する事務（以下「高等学校等奨学金支給事務」という。）であっ
て規則で定めるもの

（２）届出番号 6

独自利用事務に係る特定個人情報の提供の求めに係る中止の届出書

令和4年10月13日　　　

　下記のとおり独自利用事務に係る特定個人情報の提供の求めを中止したいので、番号法第19条第９号
に基づく個人情報保護委員会規則第４条第１項の規定により届け出ます。

記


